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経営戦略本部　電力契約グループ長　宛

2026年度向け電力卸販売に係る相対協議申込書

秘密保持に関する誓約書（別紙）に同意のうえ、以下のとおり、2026年度向け電力卸販売に係る相対協議を申込みます。	Comment by 作成者: 別紙を含めてPDFに変換の上、ご提出ください。

記

１．事業者さまの情報
	郵 便 番 号
	

	所  在  地
	

	商号又は名称
	

	代表者職・氏名
	印

	電 話 番 号
	



２．本件にかかるご連絡先 
	担当者所属
	

	担当者氏名
	

	電話番号
	

	メールアドレス
	





別紙
秘密保持に関する誓約書


当社は、中部電力株式会社（以下「中部電力」）との2026年度向け電力の卸販売に係る相対協議（以下「本協議」）を目的として、中部電力が開示する情報の秘密保持について、以下の事項を遵守することを誓約する。

[bookmark: _Hlk180658445]第１条（秘密情報）
本誓約書において「秘密情報」とは、中部電力が本協議のために当社に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、並びに本協議の存在及びその内容をいう。なお、口頭、視覚的方法その他媒体に化体されない方法で開示された情報については、中部電力が開示の際に当該情報が秘密である旨を明示し、開示後３０日以内に秘密である旨の表示をした書面等の媒体により当該秘密情報の内容を特定したものをいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれない。
⑴　開示の時点ですでに公知の情報
⑵　開示された後に当社の責によらずして公知となった情報
⑶　当社が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑷　開示の時点ですでに当社が保有している情報
⑸　当社が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
２．本誓約書において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報をいい、中部電力が本協議に関連して当社に開示した個人情報は秘密情報として扱う。

第２条（秘密情報の取扱い）
当社は、秘密情報を秘密として保持し、事前に中部電力の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示し又は漏洩しない。ただし、当社は、本協議のために必要な範囲のみにおいて、当社の役員及び従業員、並びに本協議に関して当社が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他アドバイザーに対して、秘密情報を開示することができる。	Comment by 作成者: 親会社等への情報開示を希望される場合は、当社から開示承諾申請書の雛型を送付致しますので、その旨お知らせください。
２．当社は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、本誓約書に定める義務と同等の義務を当該第三者に課して遵守させるものとし、秘密情報の開示を受けた第三者に義務違反が認められた場合には、中部電力に対して直接責任を負うものとする。
３．第１項にかかわらず、当社は、法令又は金融商品取引所の規則等に基づき開示が義務付けられる場合には、必要な範囲において秘密情報の公表又は開示をすることができる。ただし、当社は、かかる公表又は開示を行った場合には、速やかにその旨を中部電力に対して通知する。
４．当社は、本協議のために必要な範囲においてのみ秘密情報を複製することができる。なお、かかる複製により生じた情報も秘密情報に含まれる。
５．当社は、秘密情報の漏えい、紛失、盗難等の事態が発生した場合には、直ちにその旨を中部電力に対して書面をもって通知する。

第３条（目的外使用の禁止）
当社は、中部電力から開示された秘密情報を本協議の目的以外のために使用してはならない。

第４条（破棄又は返還）
当社は、本協議が終了した場合若しくは本誓約書の有効期間が満了した場合又は中部電力からの請求があった場合には、自らの選択により、当社又は当社より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を破棄又は返還する。

第５条（損害賠償）
当社は、本誓約書の違反（第２条第２項の第三者による違反を含む。）に起因して中部電力に生じた損害を賠償しなければならない。

第６条（有効期間）
本誓約書の有効期間は、2026年度向け電力卸販売に係る相対協議申込みを提出した日から３年間とする。ただし、第４条、第５条、第７条及び第８条の規定は、本誓約書の有効期間満了後も有効に存続する。

第７条（合意管轄）
本誓約書の準拠法は日本法とし，本誓約書に関する一切の訴訟は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第８条（協議事項）
当社は、本誓約書に定めのない事項又は本誓約書の解釈上の疑義については、中部電力と誠意をもって協議する。
以　上

